
別紙 

令和５年度愛知県高齢福祉施設等ワクチン接種加速化支援金交付要綱一部改正 新旧対照表 

下線部は改正部分 

新 旧 

令和５年度愛知県高齢福祉施設等ワクチン接種加速化支援金交付要綱 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 

（交付の対象） 

第３条 この要綱において交付の対象は、次に掲げる医療機関（以下「対象医療

機関」という。）とする。 

（１）県内に所在する高齢者施設等において巡回接種を行う医療機関 

（２）県内に居住する在宅の高齢者等に巡回接種を行う医療機関 

２ 対象期間 

  令和５年５月８日から令和６年３月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度愛知県高齢福祉施設等ワクチン接種加速化支援金交付要綱 

 

第１条～第２条 （略） 

 

 

（交付の対象） 

第３条 この要綱において交付の対象は、次に掲げる医療機関（以下「対象医療

機関」という。）とする。 

（１）県内に所在する高齢者施設等において巡回接種を行う医療機関 

（２）県内に居住する在宅の高齢者等に巡回接種を行う医療機関 

２ 対象期間 

  令和５年５月８日から令和５年８月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

第４条～第 14条 （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月 27日に施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年９月 11日から施行し、令和５年９月１日から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条～第 14条 （略） 

 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月 27日に施行する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


